
質
問
一

鶴
ヶ
島
市
の
後
期
高
齢
者
と

医
療
費
の
動
向
は
。

二

負
担
と
給
付
に
つ
い
て
。

三

保
険
料
の
特
例
軽
減
に
つ
い
て
。

四

特
例
軽
減
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
の

影
響
は
。

五

窓
口
負
担
と
医
療
を
受
け
る
権
利

答
弁
一
（
市
長
）

本
市
の
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
数
は
、
毎
年
増
加

し
て
い
る
。
昨
年
度
の
被
保
険
者
一
人

当
た
り
の
医
療
費
は
、
８１
万
８
１
０
７

円
で
、
西
部
１１
市
中
９
番
目
と
低
い
。

二

平
成
２８
・
２９
年
度
の
保
険
料
は
、

所
得
割
率
８
・
３４
㌫
、
均
等
割
額
４
万

２
０
７
０
円
で
あ
る
。
診
療
報
酬
明
細

書
（
レ
セ
プ
ト
）
に
よ
る
給
付
の
状
況

は
、
一
人
当
た
り
年
間
２８
回
程
度
の
利

用
で
あ
る
。

三

２０
年
度
か
ら
軽
減
率
に
上
乗
せ
す

る
特
例
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

四

軽
減
特
例
措
置
は
、
２９
年
度
か
ら

原
則
に
戻
さ
れ
る
が
、
激
変
緩
和
措
置

を
講
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
の
場
合
は
、
均
等
割
額

が
９
割
軽
減
か
ら
５
割
軽
減
と
な
る
。

五

年
齢
に
応
じ
て
段
階
的
に
負
担
割

合
が
下
が
っ
て
い
く
た
め
、
負
担
割
合

の
改
定
が
受
療
を
抑
制
す
る
と
は
考
え

に
く
い
。

◎
そ
の
他
の
質
問

市
内
か
ら
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
を
な
く
す
た
め
に
。

質
問
一

施
設
使
用
料
の
見
直
し

二

既
存
無
料
サ
ー
ビ
ス
の
有
料
化

三

補
助
金
・
負
担
金
の
見
直
し

四

集
団
資
源
回
収
報
奨
金
の
見
直
し

五

施
設
備
品
等
の
集
約
化

六

施
設
開
館
時
間
の
適
正
化

答
弁
一
（
市
長
）

現
在
の
使
用
料
適

用
当
時
か
ら
は
状
況
が
変
化
し
て
い
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
見
直
し
は

必
要
と
考
え
る
。
自
治
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
等

に
は
引
き
続
き
減
免
を
適
用
し
た
い
。

二

受
益
者
負
担
の
観
点
か
ら
、
特
定

の
方
へ
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
費

用
の
一
部
負
担
も
必
要
と
考
え
る
。
印

刷
機
は
、
使
用
目
的
等
に
応
じ
た
取
扱

い
を
検
討
し
、
ル
ー
ル
化
を
図
り
た
い
。

三

一
律
に
予
算
を
削
減
す
る
の
で
は

な
く
、
対
象
事
業
の
性
格
や
内
容
、
経

費
負
担
の
あ
り
方
な
ど
、
時
代
や
状
況

の
変
化
を
踏
ま
え
た
必
要
性
を
精
査
し
、

適
正
化
を
図
っ
て
い
く
。

四

事
業
の
目
的
が
市
民
に
浸
透
・
定

着
し
た
。
ま
た
、
紙
・
布
類
の
収
集
に

は
二
重
の
負
担
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
段

階
的
に
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

特
殊
な
備
品
等
の
配
置
は
集
約
化

も
含
め
て
検
討
し
て
い
く
。

六

各
施
設
の
利
用
状
況
や
費
用
対
効

果
、
利
用
者
へ
の
影
響
等
を
検
証
し
て

適
正
化
を
図
っ
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

（
仮
称
）
中
央
地

域
支
え
合
い
協
議
会
に
つ
い
て 市役所庁舎

後
期
高
齢
者
の
医
療
を

受
け
る
権
利
を
守
れ

太
田

忠
芳
議
員

高
齢
者
の
医
療
費
の
状
況
を

し
っ
か
り
勘
案
す
る

しっかりと見直し、新たな

仕組みを考えていく

藤原 建志 議員
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